
特別徴収義務者 様

日の出町役場 税務課 課税係

令和８年度 町民税・都民税・森林環境税の特別徴収義務者指定について

　町民税・都民税・森林環境税の特別徴収につきましては、ご理解とご協力
をいただきお礼申し上げます。
　さて、令和８年度町民税・都民税・森林環境税につきまして、貴事業者に
特別徴収義務者としての事務取扱をお願いすることになりました。
　つきましては、徴収および納入について、今後ともなお一層のご協力をお
願い申し上げます。

●特別徴収義務者に指定されると、法令では次の理由により普通徴収に
　することはできません。
　☆　本人又は事業者が普通徴収による納付を希望する。
　☆　経理担当者がいないため業務に対応できない。
　☆　給与システムが対応していない。
　☆　他市町村では特別徴収義務者に指定されていない。

　西多摩地区市町村では、町民税・都民税（住民税）・森林環境税の特別徴
収を推進しています。
《構成市町村》青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・
　　　　　　　奥多摩町・檜原村

問い合わせ先

内　容

特別徴収のしおり

・特別徴収の事務取扱要領について
・納入書を訂正する場合について
・納入書訂正の記入例
・給与所得者異動届出書記載例

・　　　　　　に係る給与所得者異動届出書

・特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
・町・都民税・森林環境税特別徴収切替届出（依頼）書
・納入場所（払込金融機関）郵便局指定通知書

※日の出町のホームページに各種届出書等を掲
　載していますので、ご活用ください。

日の出町役場 税務課 課税係
〒190－0192
東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地
電話 ０４２－５８８－４１０５（直通）
電話 ０４２－５９７－０５１１（代表）
内線 ２６１ ・ ２６２ ・ ２６３
市 区 町 村 コ ー ド　１３３０５１

給与支払報告
特 別 徴 収

東京都と都内区市町村はオール東京で、

平成２９年度から原則として全ての事

業者の方に、特別徴収義務者の指定を

実施しています。事業者の方は、ご理

解・ご協力をお願いいたします。
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特別徴収の事務取扱要領について
★特別徴収及び特別徴収義務者とは
○納税者の便宜をはかる目的から、納税者が一年間に納めなければならない町民税・都民税・森林環境税を12か月に分けて、
　（月割額は６月から翌年５月まで）毎月給与が支払われる際、差し引いて納入していただくのが特別徴収の制度です。
　地方税法第321条の4、並びに日の出町町税賦課徴収条例第45条などの規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者を町
　民税・都民税・森林環境税の特別徴収義務者として指定しています。

★特別徴収税額の納入の方法
○特別徴収義務者は納税者に係る特別徴収税額の月割額を毎月給与を支払う際に徴収し、その合計額を納入書により翌月10日
（土曜・日曜・祝日に当るときは翌日又は翌々日）までに指定金融機関又は収納代理金融機関から納入してください。

★特別徴収税額の変更
○確定申告書の提出や、その他の事由により税額が変更となった場合は、町民税・都民税・森林環境税特別徴収税額変更通知
書を送付いたしますので変更以後の徴収額は、新しく通知のあった税額により徴収してください。

★納税者に異動があった時
○納税者が退職・転職・休職等の事由により異動があったときは、異動届出書を翌月の10日までに必ずお送りください。
　記入につきましては記載例（６ページ）を参照してください。
※異動届出書の提出が遅れますと、納税者に送付する普通徴収の納期に影響するなど、ご迷惑がかかりますのでご協力をお
願いします。

★納税者が転勤し特別徴収を継続する場合
○納税者が転勤又は退職後、新たな勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、異動届出書に前事業所で該当する事項を
記入し、新たな勤務先を経由して送付してください。

★納税者が退職・休職・長欠などの場合の一括徴収制度について
○12月31日までの間に退職された方で、本人から一括徴収の申し出があった時は残税額を一括徴収して翌月10日までに納入し
てください。
○地方税法第321条の５第２項により、１月１日から４月30日までの間に退職された方は、５月31日までの間に支払われる
　べき給与又は退職手当等の額が残税額を超えるときは、本人の申し出がなくても給与又は退職手当等の支払いをする際に
　一括徴収することが義務づけられていますので、必ず一括徴収をしてください。
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★退職者に退職手当等の支払いがあった場合
○退職者に退職所得分離課税に係る所得割の納入税額がある場合は、納入書表面の退職所得分の欄にその税額を記入し、翌
月10日までに納入書によって納入してください。
○納入書裏面の「町民税・都民税納入申告書」にも必要事項を記入してください。

★税金を納期限までに納めなかった場合
○納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、納期限の翌日から１月を経過するまでの期間については、年「7.3%」
と 「延滞金特例基準割合」に１％を加算した割合とのいずれか低い割合を適用し、納期限の翌日から１月を経過する日の
翌日以後の期間については、年「14.6%」と「延滞金特例基準割合」に7.3%を加算した割合とのいずれか低い割合が適
用されます。

★納期の特例について
○地方税法第321条の５の２により、特別徴収税額の納期の特例（給与の支払を受ける方が常時10人未満の事務所・事業所
その他これらに準ずるもの）を受けられる場合はご連絡ください。

★金融機関の地方税納入代行サービス（口座振替契約）等を利用される場合
○お取引き先の金融機関へお問い合せください。なお、金融機関によってはご利用いただけない場合もあります。

★郵便局を利用される場合
○郵便局を利用して納入することになった場合は、綴り込みの「指定通知書」に年月日及び郵便局名を記入し、第一回納入
の際に郵便局に提出してください。

★地方税納入システムについて
○令和元年10月１日から個人住民税（特別徴収分）などが複数の地方自治体に対して、一度の操作で電子的に納税可能とな
りました。詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。　▶https://www.eltax.lta.go.jp/

★特別徴収税額通知電子化について
〇給与支払報告書をｅＬＴＡＸで提出された特別徴収義務者に対して、令和６年度から特別徴収税額の決定・変更通知の
　『特別徴収義務者用』及び『納税義務者用』の電子データ（正本）の提供を開始しました。
〇特別徴収税額通知の受取方法は希望に応じて選択できますので、従来どおり書面（正本）の特別徴収税額通知を受け取る
ことも可能です。詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。　▶https://www.eltax.lta.go.jp/
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納入書を訂正する場合について（お願い）
　当町で送付しました納入書につきましては、事業所名・指定番号・納入税額等すべて印字済でそのまま使用できますが、納税者に異
動・税額変更等が発生した場合には印字済の税額等を訂正して納入していただくことになりますので、訂正の際には次の点にご注意く
ださいますようお願いいたします。

★退職・転勤・一括徴収により納入税額が変更になった場合
○「納入金額（１）」の数字を　　で抹消し、当町より送付された特別徴収税額変更通知書により、正しい月割額を「納入金額（２）」の
給与分の欄に記入してください。

★退職所得に係る税額があるため納入金額が変更になった場合
○退職所得に係る税額を併せて納入する場合は、上記の方法で訂正し、「納入金額（２）」の退職所得分にその税額を、また、合計額の
欄には給与分と退職所得分の合計金額を記入してください。
　なお、マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年１月１日から退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書に法人番号（個人事
業主の場合は個人番号）の記入が必要となりましたのでご留意ください。
※個人事業主の方は「町民税・都民税　納入申告書（日の出町個人町民税・都民税・森林環境税納入済通知書裏面）」には申告に関す
る事項は記載不要（空欄のまま提出）ですので、金融機関等にはこちらをご提出願います。また、併せて別用紙で納入申告書に個人
番号を含めて必要事項をご記載いただき、金融機関等を経由せずに当町へ直接別途ご提出いただきますようお願い申し上げます。
　（予備として同封している特別徴収に係る納入書の裏面をお使いください。）

★予備の納入書を使用する場合
○記入ミス・延滞金・退職所得に係る税額のみ納入する場合に使用してください。
○「納入金額（１）」の欄には納入金額を記入し、「納入金額（２）」の欄にはその内訳と合計金額を記入してください。

★納入書記入の注意点
当町では納めていただいた納入書をコンピュータ（自動読取装置）により処理しておりますので、税額変更により訂正される場合に
は下記の点及び右の記入例を参照のうえ記入してください。
○用紙を折ったり、曲げたり、よごしたりしないでください。
○黒のボールペンで記入してください。
○数字は記入例に従って書いてください。
○数字は所定のワクからはみ出ないよう記入してください。
○金額欄の頭に￥マークは記入しないでください。
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※納入書はすべて印字済になっておりますので納入額
　に変更がない場合はそのまま使用してください。

１．　　で抹消してください。

２．給与分の変更後の金額を必ず記入してください。

３．￥マークは記入しないでください。

４．退職所得に係る税額を納入する場合に記入して
ください。

５．延滞金がある場合に記入してください。
（合計額が記入されているときがありますので
注意してください。）

６．上記２．４．５．の合計額を必ず記入してくだ
さい。

※２．６．は必ず記入してください。
※社名変更・合併等により指定番号が変更になる場合
があります。その場合は変更した税額決定（変更）
通知書と納入書を送付いたしますのでそちらを使用
してください。

納 入 書 訂 正 の 記 入 例

〈数字の記入例〉 ※正確に記入してください。

良い例

悪い例

上を離さ
ない

カギを
つけない

横線を
離さない

離さない横線を
出さない

まるめない 上につきで
たり、する
どくしない

上を
ふさがない

� � � � � � � � � �
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※当該様式は町のホームページにも掲載しております。



※当該様式は町のホームページにも掲載しております。



また、 当該様式は町のホームページにも掲載しております。


